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 限度額適用認定証等の様式改正について（通知） 

 

標記の件について、地方公務員等共済組合法施行規程別紙様式第 25 号（限度額適用認定

証）、別紙様式第 25 号の２（限度額適用・標準負担額減額認定証）の改正に伴い、令和６年

７月 26 日以降に発行される限度額適用認定証等の様式が変更されましたのでお知らせしま

す。 

 

記 

 

１ 改正概要 

マイナ保険証により医療機関等の窓口において資格確認を行う場合には、限度額適用

認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金等の額が免除される旨を

明示するものとされました。 

このため現行の表記に加えて、欄外へ固定文言が追加されます。 

 

２ 様式変更内容 

画像は山形支部のものですが、様式は共通です。用紙サイズや紙質にも変更はありま

せん。 

  

殿 



① 限度額適用認定証 

現行）                  変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 限度額適用・標準負担額減額認定証 

現行）                  変更後） 

 

  



３ 注意事項 

① 交付済みの限度額適用認定証等の取り扱い 

現在交付済みの各様式は、証に記載のある有効期限までそのまま使用できます。 

また、各様式を印字する用紙についても、当分の間、旧様式の用紙を使用することがで

きると規定されています。 

 

② 市町村民税非課税者の適用について（標準報酬月額 53万以上は適用不可） 

事前に市町村民税非課税者であることの申告が必要です。申告がなければ、現在の標準

報酬月額に合わせた区分の高額療養費算定基準額が適用されます。 

資格取得時には「組合員（船員組合員）資格取得届書」、それ以外では「基本事項（組

合員証等記載事項）変更申告書」に所定の書類を添付して申告してください。（所定の書

類については「福利厚生事務の手引」45ページを参照） 

なお、医療費における非課税区分の適用は、毎年８月１日に年度が切り替わります。年

度をまたいで市町村民税が非課税になる場合はご注意ください。次年度の申告については、

次年度７月末までに送付してください。 

 

③ 「高齢受給者証」「特定疾病療養受給者証」の取り扱い 

改正による変更はありません。現行のとおり発行し所属または自宅に送付しますので、

医療機関等の窓口で提出してください。 

 

④ ひとり親医療証・障害者医療証の申告について 

現行のとおり申告が必要です。資格取得時（被扶養者認定時）には「組合員（船員組合

員）資格取得届書」及び「被扶養者認定申告書」、それ以外では「基本事項（組合員証等

記載事項）変更申告書」に、医療証の写しを添付して共済組合まで送付してください。 
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